
 

 

 

 

１ 計画策定の背景・目的 

本市では、「三木市環境基本条例」に基づき、1999（平成 11）年 3 月に「三木市環境総合計画」を策定

しました。その後、2009（平成 21）年 5 月に「第 2 次三木市環境総合計画」、2021（令和 3）年 4 月に

「第 3 次三木市環境総合計画」（以下、「本計画」という。）を策定し、環境の保全及び創造に関する施策の総

合的かつ計画的な推進を図ってきました。 

しかしながら、近年、地球温暖化に起因した気候変動による自然災害の激甚化・頻発化、生物多様性の損失、

プラスチックごみによる海洋汚染など、環境問題が世界規模で大きな課題となっており、2024（令和 6）年

5 月には国の新たな「第六次環境基本計画」が閣議決定されています。 

本市においても、近年の国内外の動向や環境行政を取り巻く社会情勢の変化や課題に対応し、市民・事業者

とともに良好な環境を将来世代に引き継いでいくため、本計画の中間見直しを行います。 

 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、「三木市環境基本条例」第 8 条に基づき、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的

な推進を目的として策定するものです。 

本市の最上位計画である「三木市総合計画」を環境面から具体化する計画であり、環境分野の計画の中で最

上位に位置づけられます。 

 

３ 計画の期間 

本計画の期間は、2021（令和 3）年度から 2030（令和 12）年度までの 10 年間としますが、「三木市

総合計画【改訂版】」に合わせて、中間目標年度を 2024（令和 6）年度、最終目標年度を 2029（令和 11）

年度に設定します。 

2025（令和 7）年度には、近年の国内外の動向や環境行政を取り巻く社会情勢の変化や課題に対応すると

ともに、上位計画や関連計画等との整合を図るため、本計画を中間評価し、最終目標年度に向けた中間見直し

を行いました。 

 

 

 

 

 

 

４ 環境像 

本市の恵まれた環境を守り、今後も将来世代に引き継いでいくためには、環境

への負担を減らし、持続可能な社会を築いていかなければなりません。今後も恵

まれた環境と共生していくために、本市に集う全ての人々が環境に対して関心を

持ち続け、自らの生活や事業活動と環境との関わり合いを改めて認識し、市民・

事業者及び行政等の各主体が連携しつつ、環境にやさしい取組を行っていくこと

が必要です。 

そこで、本市が目指す環境像を次のように設定します。 
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 概 要 版  

 

 

 2021 2025 2030 2029 2028 2027 2026 2024 2023 2022 

初年度 
中間 

⽬標年度 

中間評価 最終評価 

最終 
⽬標年度 

⾃然共⽣と資源循環による「うるおい豊かな環境」を守りつなぐまち 三⽊ 



 

５ 基本目標・環境施策 

目指す環境像を実現するため、5 つの 

基本目標を設定し、市民・事業者等と連 

携しながら、各分野で取組を進めます。 

 また、本市としても、持続可能な開発 

目標（SDGs）の各目標が目指す内容に 

貢献できるよう、環境分野の側面からも 

取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本⽬標２  ⽣物多様性に配慮した⾃然と共⽣するまち 
希少な野⽣動植物の保護、外来⽣物や有害⿃獣対策など、地域の⽣態系の保全に努めるとともに、

⾃然とふれあいの場の創出による⽣物多様性とのつながりを意識した取組を進めます。 

（１）⽣物多様性の保全 
 希少種の保護  動植物の生息・生育環境の整備 

 特定外来生物対策の実施  有害鳥獣対策の実施 
 

（２）⾃然とふれあう場の創出 
 自然体験活動や自然観察会の開催  里山の保全・再生   

（３）農地の保全 
 農地の有効利用の促進  環境への影響が少ない農業の普及 

 地産地消の推進  
  

 基本⽬標１  地球温暖化対策に取り組む脱炭素なまち 
みんなで省エネルギー⾏動の実践や再⽣可能エネルギーの利⽤等の環境にやさしい⽣活様式や事業

活動を実践するとともに、気候変動の影響への適応策を推進し、2050（令和 32）年までに市内の温
室効果ガス排出量を実質ゼロにすることを⽬指します。 

（１）⾏政による地球温暖化対策の実施 
 公共施設の省エネルギー化の推進  公共施設における再生可能エネルギーの利用 

 次世代自動車の調達  職員の意識の向上  
（２）地域での地球温暖化対策の実施 
 地球温暖化に関する周知  再生可能エネルギーの利用 

 省エネルギー化の促進  環境産業の促進 

 次世代自動車の利用  公共交通機関及び自転車の利用 

 フロン類対策の実施   
（３）気候変動による影響への対応 
 豪雨対策の実施  熱中症対策の実施 

 感染症対策の実施  災害発生時の非常用電源の確保 
 

出典：国際連合広報センターウェブサイト 

持続可能な開発⽬標（SDGs）の 17 の⽬標
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 基本⽬標３  3R の推進による資源が循環するまち 
みんなが連携し⾷品ロスの削減やプラスチックごみの発⽣抑制対策等のごみの減量化に努めるとともに

資源が循環するまちを⽬指します。 

（１）ごみの減量化の推進 
 家庭系ごみの発生抑制に向けた取組  再使用に関する取組 

 事業系ごみの発生抑制に向けた取組  プラスチックごみ対策の実施  
（２）ごみの分別と資源化の推進 
 分別の徹底  店頭回収の推進 

 小型家電の再生利用の推進  資源ごみ集団回収運動等の推進  
（３）ごみの適正処理の推進 
 収集体制等の整備  適正処理の推進 

 周知方法の工夫  災害廃棄物対策の実施 
 

 

 基本⽬標４  地域の良好な環境を創出する安全・快適なまち 
良好な⼤気、⽔等の確保、空き家や空き地の発⽣抑制対策及び不法投棄の防⽌対策など、健康か

つ、安全な⽣活環境の創出に努めるとともに、市内の景観資源や歴史的な⽂化財等の保全と継承に取
り組み、⼈々が快適に暮らせるまちを⽬指します。 

（１）公害の発⽣防⽌ 
 大気質の保全  水質の保全 

 騒音・振動の発生防止  土壌の保全 

 悪臭の発生防止   
（２）居住環境と地域の景観資源の保全 
 公園・緑地の維持管理  良好な景観環境の維持 

 地域の景観の保全と活用  ポイ捨て防止対策の実施 

 不法投棄の防止対策の実施   
（３）空き家や空き地の発⽣防⽌ 
 発生抑制対策の実施  空き家の利活用の促進 

 管理不全な空き家や空き地への対応   
（４）歴史・⽂化資源の保全と継承 
 歴史・文化資源の保全  歴史・文化資源の継承 

 

 

 基本⽬標５  地域のみんなの⼒で環境を良くするまち 
家庭をはじめ、学校や職場、地域活動等の場で、みんなが環境について積極的に学び、環境にやさし

いライフスタイルやビジネススタイルを実践するエコなまちを⽬指します。 

（１）環境教育・環境学習の推進 
 学校での環境教育・環境学習の実施  地域での環境教育・環境学習の実施 

 環境教育・環境学習を担う人材の育成   
（２）地域での環境保全活動の促進 
 環境保全活動への支援の実施  事業活動における取組の促進 

 環境に関する情報の提供   
（３）分野横断的な取組 
 広域連携の推進  持続可能な社会の実現に向けた取組 

 

３ 



 

６ 市民・事業者の方々に実践していただきたい取組 

本市の恵まれた環境を守り、今後も将来世代に引き継いでいくためには、私たち一人

ひとりが意識と行動を変えていくことが必要不可欠です。 

市民・事業者の方々に実践していただきたい取組の一例を以下に掲載していますので、

まずはできることから、みんなで少しずつ始めてみましょう！ 
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自動車を購入する際は、環境負荷

の少ない電気自動車等の次世代自

動車を選択しましょう！ 

 

家電や設備機器を更新する際は、

省エネルギー性能の高い製品を選

択しましょう！ 

住宅や事業所に太陽光発電設備の

導入を検討しましょう！ 

有害鳥獣による農業及び人的被害

の防止に向けて地域ぐるみで、取

り組みましょう！ 

距離や時間に応じて、自動車の利

用を控え、公共交通機関や自転車

を利用して移動しましょう！ 

 

自然観察会や希少種の保護活動に

参加・協力しましょう！ 

レジ袋等の使い捨てプラスチック

製品の使用を控えて、プラスチッ

クごみの減量化に努めましょう！ 

市内で生産された農作物等を積極

的に購入・利用し、地産地消に取

り組みましょう！ 

食材の使い切りや食べきり、生ご

みの水切りによって、ごみの減量

化に努めましょう！ 

ごみのポイ捨てや不法投棄は絶対

にやめましょう！ 

 

ごみの分別やごみ出しのルールを

きちんと守りましょう！ 

 

公園や緑地の維持管理活動に参加 

・協力しましょう！ 

地域の環境保全活動に関する情報

を収集し、関心のある活動に参加 

・協力しましょう！ 

所有する空き家や空き地の適正な

維持管理に努めましょう！ 

地域の環境学習会に参加し、環境

に関する知識を深めましょう！ 

 

発⾏  三⽊市 市⺠⽣活部 環境政策課 
〒673-0492  兵庫県三⽊市上の丸町 10 番 30 号 
TEL︓0794-82-2000 

計画書本編は、こちらから 
ご覧いただけます。 

脱炭素につながる行動

をこころがけましょう。 

広報みき 

特集記事 

市が作成した 

空き家の手引き 市デコ活教室 

市公用車 市消防署 吉川分署 

市啓発グッズ 

マイバッグ 

市啓発グッズ 

水切りネット 市農業祭より 

自然観察会 

(増田ふるさと公園) 

統一省エネラベル 

(資源エネルギー庁) 

有害鳥獣対策 

電気柵 

地域団体 

公園清掃活動 

不法投棄対策 

啓発看板 

市デマンド型交通(チョイソコみき)･神戸電鉄 

地域住民等による清掃活動 


